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定期巡回・随時対応サービスの経営とは

・参入判断期
参入を検討する際に、事業展開する地域で一定の利用者数が確保できるかを考える必要があります。
厚生労働省の調査によれば、自分に介護が必要になった場合の 74%、両親に介護が必要になった
場合の 80%が自宅で介護を受けたい（受けさせたい）という希望を持っています。

❖ 介護が必要になった場合の介護の希望　　　  ❖ご両親が介護が必要となった場合の介護の希望

出典：介護保険制度に関する国民の皆様からのご意見募集　平成 22年 5月 15日　厚生労働省老健局

1.自宅で家族中心に介護を受けたい
4%

2.自宅で家族と外部
の介護サービスを組
み合わせて介護を受

けたい
24%

3.家族に依存せずに生活が出
来るような介護サービスがあれ
ば自宅で介護を受けたい…

4.有料老人ホームやケア付き
高齢者住宅に住み替えて介

護を受けたい
12%

5.特別養護老人ホームなどの
施設で介護を受けたい

7%

6.医療機関に入院して介護
を受けたい

2%

7.その他
3%

8.無回答
2% 1.自宅で家族中心に介護を

受けさせたい
4%

2.自宅で家族と外部の介護
サービスを組み合わせて介護

を受けさせたい
49%

3.家族に依存せずに生
活が出来るような介護
サービスがあれば自宅で
介護を受けさせたい

27%

4.有料老人ホームやケア付き
高齢者住宅に住み替えて介

護を受けさせたい
5%

5.特別養護老人ホームなどの
施設で介護を受けさせたい

6%

6.医療機関に入院して介護
を受けさせたい

2%

7.その他
3%

8.無回答
4%

定期巡回・随時対応サービスは、これらの本人や家族の希望を実現できるサービスの一つではあり
ますが、地域の様々な在宅サービスと連携できるかも重要となってきます。地域の利用ニーズを考
える際には、地域の資源も踏まえてニーズを満たすことが出来るかを考える必要があります。
次に、自法人で既に展開している事業との相性を考えることも重要です。定期巡回・随時対応サー
ビスを実施している事業者はその地域で既に他のサービスを展開している場合が多いです。
事業展開する地域において、地域包括ケアシステムの中核となる定期巡回・随時対応サービスと自
法人が既に提供しているサービスがどのような相乗効果を生みだすことができるかは、参入検討の
大きな要素となります。
アンケート結果によれば、訪問介護事業所や居宅介護支援事業所を同一保険者で展開している事業
所が多いようです。
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定期巡回・随時対応サービスの経営とは

【定期巡回・随時対応サービス事業所が同一保険者で展開しているサービス（n=246）】

また、当然ながら、定期巡回・随時対応サービスとしての事業性（将来性・継続性）も考えなけれ
ばなりません。訪問介護に比べると、事業開設時より 24時間の人員体制を整備する本事業は開設
当初から人件費負担が大きくなってきます。
併設する事業によっては、開設初期から収支が確保（黒字）できる場合もありますが、一定の利用
者数までは収支が確保できないケースが想定されます。その点では、通所系、入所系サービスのよ
うに初期投資、先行投資をどれくらいの期間で回収していくかという事業計画が非常に重要となっ
てきます。
つまり、参入判断する上で、「定期巡回・随時対応サービスが自法人にどのような役割を担うか」
について、「法人が掲げる経営理念や地域での役割」と、「事業採算性（将来性、継続性）」の両面
で検討することが重要です。
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訪問介護

夜間対応型訪問介護

訪問看護

訪問リハビリ

通所介護・通所リハビリ

認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

短期入所生活(療養)介護

居宅介護支援

地域包括支援センター

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

住宅型有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

養護老人ホーム
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認知症対応型共同生活介護

介護付き有料老人ホーム（特定施設）

介護老人福祉施設

介護療養型医療施設

介護老人保健施設

病院

在宅療養支援病院

有床診療所

無床診療所

在宅療養支援診療所

同エリアで他に提供するサービスはない

同一保険者内で提供している 同一保険者内で提供していない 無回答
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定期巡回・随時対応サービスの経営とは

・立ち上げ期
事業参入当初は、事務所の諸経費と人件費などの支出が先行する形となり、

収入 支出
・配置基準
・自動車
・家賃

立ち上げ期の当面の目標は、支出分だけの収入（利用者）の確保ということになります。

収入 支出

利用者利用者

アンケート結果から見てみると、15名くらいまでがこの立ち上げ期にあたると考えられます。

【定期巡回・随時対応サービスの利用者数と平成 29年 10月の収入の分布】
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※在宅（集合住宅以外の居住者）の利用者が 50%以上を占める事業所（n=158 ）
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定期巡回・随時対応サービスの経営とは

【利用者数別・定期巡回・随時対応サービスの利益状況】
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利用者数

利用者数別・定期巡回の利益状況

NA

赤字

ほぼ均衡

黒字

・中間期
収入と支出が均衡した状態（損益分岐点）に到達した後、さらに利用者を獲得できれば、収支差が
プラスに転じることになりますが、初期の人員体制（最低人員基準での配置）の場合、収支均衡の
状態まで到達すると、新規利用者を受け入れるためのルートの空き時間に余裕がなくなり、多くの
利用者を受入れることが難しい場合が多いです。

収入 支出

利用者利用者

そこで、職員を増やした場合に、一時的に収支差がマイナスに転じることや、職員を増やさなくて
も、利用者減（入院や入所等）によりマイナスに転じることがあります。

収入 支出収入 支出

利用者が減った場合職員を増やした場合
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定期巡回・随時対応サービスの経営とは

そのため、この状態では収支のバランスを見ながら、職員の追加と利用者の確保を行い、それを繰
り返すことで、安定的に収支を確保することが可能になってきます。

収入 支出

アンケート結果から見ると、15名～ 30名あたりがこの中間期と考えられます。

【定期巡回・随時対応サービスの利用者数と平成 29年 10月の収入の分布】
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※在宅（集合住宅以外の居住者）の利用者が 50%以上を占める事業所（n=158 ）
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定期巡回・随時対応サービスの経営とは

【利用者数別・定期巡回・随時対応サービスの利益状況】
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NA
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ほぼ均衡

黒字

利用者数や平均要介護度、また常勤職員数によって赤字と黒字のどちらにもなりえるこのような中
間期というものが存在します。ここでは、プラン調整（過剰サービスとならないような調整）や移
動効率等も踏まえたルート調整やシフト調整が重要になります。さらに、稼働率（稼働状況）も高
まっていることからスタッフのモチベーションを保つこと、そのためにも経営理念や経営ビジョン
の浸透なども重要になってきます。

・安定期
安定的に収支が確保できる状態になると、多少の人員増や利用者減でも黒字を維持することができ
るようになります。

収入 支出

収入 支出収入 支出

利用者が減っても黒字維持職員を増やしても黒字維持
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定期巡回・随時対応サービスの経営とは

アンケート結果からは 30名以上がこの安定期にあたると考えられます。

【定期巡回・随時対応サービスの利用者数と平成 29年 10月の収入の分布】
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【利用者数別・定期巡回・随時対応サービスの利益状況】
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定期巡回・随時対応サービスの経営とは

この状態になると、①事業規模拡大（さらに高い目標を設定し職員と利用者を増やすことで目標達
成へ向かう）、②事業規模維持（黒字を維持し続けるために、利用者減を想定した新規利用者の確
保に注力する）、③質の向上（効率性や質の向上に向けて研修等による人材育成を図る）などの経
営方針の見直しが可能になります。
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  経営安定に向けた道のりⅡ

（１）経営方針の確立と浸透

ここからは、定期巡回・随時対応サービス事業者への訪問インタビューにより、長期に渡る安定経
営実現のための課題・解決策の調査結果をまとめていますので、事業参入検討時や、実際に事業運
営、事業経営を行う場面など、各経営の段階において、参考にしてください。

仮説

調査結果を
踏まえた提言

事例の傾向

●法人としてのビジョンや経営方針の設定、職員への周知が重要。

●成功事例においては、経営理念として「地域包括ケアへの対応」や「24 時間対応」
　等を掲げると同時に、在宅へ注力することによる経営上のメリット・理由を提
　示し、職員への経営ビジョンの浸透を図っている。

⇒黒字経営の実現に向けては、経営層の経営方針と現場の方向性が一致すること
　が重要であり、法人としての社会的使命だけでなく、具体的な経営計画や、法
　人としての将来発展性、その実現に向けた管理者の重要性、等を提示し、現場
　の理解を得た上で事業を推進する必要がある。

❖ 具体的な事例内容

■社会的使命としての経営理念として示している事例
✓法人で地域全体の地域包括ケアを実現していく考え方を“法人包括ケア”と命名し職員に対し示している。
✓地域の課題を解決することが法人の方針の一つであり、「24時間 365日対応」を掲げている。
✓地域の所得水準から考慮すると高齢者は在宅で暮らすことが基本になる一方、子どもは都会に行って戻っ
　てこないため、地域で支える仕組みを作る必要がある。地域で高齢者を支える仕組みとして定期巡回は
　不可欠である。

■経営上の理由を示している事例
✓施設には定員があるため、施設を増床しても収益は頭打ちになり従業員の給与を増やせない。在宅には定
　員の上限がないため、在宅のフィールドで勝負したいとの考えがあった。
✓モデル事業の時期に、今後の介護保険で中心的なサービスになると思い、先駆けて勉強していた。先代の
　時代に、市との関係が出来ており、先行の利もあった。

■経営陣が職員に経営方針を伝えている事例
✓当初は、「定期巡回は地域包括ケアの要である」程度の内容を職員に伝えていた。 その後、徐々に、定期
　巡回は法人の意向であること、定期巡回を進めた方が個人の給与もあがること、地域で定期巡回サービス
　の枠を先に確保することが戦略上重要であること、を伝えてきた。ただし一度に多くのことを職員に伝え
　ても納得してもらうことは難しい。
✓専門職には利益の話をすると反発するため、ノルマを課すことはしていない。定期巡回サービスの必要性
　に関する研修を実施したり、県内の研修に法人内の看護師やケアマネジャーを出席させたりしている。
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経営安定に向けた道のり経営安定に向けた道のり

✓当初、管理者やケアマネジャーの集まりを定期的に開催していたが、経営目標は浸透しなかった。1年前
　に新しく法人内でプロジェクトを立ち上げ、数字の一覧を共有するようになり、現在はそれに目標値を入
　れるようにすることで少しずつ浸透し始めている。

（２）経営目標の設定

仮説

調査結果を
踏まえた提言

事例の傾向

●黒字化のために適切な経営目標設定が必要。
　（「職員 1人あたり 2.5人以上の利用者確保」する等）
●また、ターミナル対応等、重度要介護利用者も受け入れられている。

●利用者数の目安は、立ち上げ当初は手探りだが、次第に職員数と利用者数の
　目安（概ね 1：３）をもって運営をしている傾向にある。
●利用者像は、受け入れる職員のスキルや連携先の訪問看護の受容状況を踏まえ
　て設定している。最近ではターミナル事例が増加しつつあり、重度要介護利用
　者も受け入れている事業所では継続的な利用者確保が必要になる。

⇒黒字化に向けた利用者数の目安として、職員 1人あたり 3人程度の利用者を
　確保することが望まれる（地域特性にもよるが、職員 1人あたり利用者 3人
　を実現するために、効率的なルート設定が必要であり、移動時間 20分～ 30
　分以内でのエリア設定が望ましい）。
⇒また、ターミナルへの対応等、重度要介護利用者の受け入れが増加している事
　例が多い。一方で、利用者の入れ替わりも考慮し、継続的な営業による利用者
　確保が必要となる。

❖ 具体的な事例内容

■市場の大きさを設定している事例
✓大企業城下町のリタイア層を主なターゲットとしている｡
✓モデル事業のときから 20分の移動範囲内に限定している。
✓事業所から車で 20～ 30分程度が対象であり、当初からあまり変わらない。

■利用者像を設定している事例
✓毎日の服薬確認や食事の配膳が必要、家族介護だけでは状態が不安定のためどうプランを組めばいいか
　分からないといった、訪問介護では対応が難しい利用者を対象とした。
✓当初は、独居・高齢者世帯を対象としたが、現在は、同居家族あり世帯が半数になっている。
✓職員のスキルが安定するまでの間は、訪問ニーズがそれほど高くない利用者（精神障害・認知症等がない、
　家族の理解度が高い）を対象としたが、現在は訪問ニーズの高い利用者も対象としている。
✓医療依存度が高く、連携先の訪問看護が対応できない場合は受け入れるのが難しい。
✓最近はターミナルの利用者が増加してきている。
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経営安定に向けた道のり経営安定に向けた道のり

（３）利用者の確保（マーケティング）

仮説

調査結果を
踏まえた提言

事例の傾向

●利用者確保のためには、ケアマネジャーへの継続的な営業・サポート、重度要
　介護利用者を紹介してもらうための病院の退院支援室・調整室への周知活動が
　重要。

●ケアマネジャー、病院ＳＷへの丁寧な周知活動、説明会等を行っている。また、
　信頼関係構築による口コミによる利用者獲得も重視されている。
●行政の協力により周知の機会が広がる一方、行政との協力関係がそれほどない
　との回答も見られた。

⇒ケアマネジャーや病院 SWに対する丁寧な説明、利用者の状況の逐次報告の徹
　底等により、信頼関係を構築することで口コミによる利用者獲得につなげてい　
　くことが望まれる。
⇒行政主催の説明会（場の提供等の行政との連携）により、ケアマネジャーの
　理解向上の機会提供が求められる。また、行政の協力による関係構築と並行し
　て、自ら地域の連絡会等に積極的に参加することにより、連携関係を拡大する
　ことが望まれる。
⇒その他、採算ラインとなる利用者確保に向けたメイン営業先との信頼関係構築、
　広報・広告、営業ツールの活用等を通したサービス選択者への精力的な周知活
　動が求められる。また、定員数（目標数）の明示により、ケアマネジャー等に
　よるサービス選択時の優先度を上げるような方策も考えられる。

❖ 具体的な事例内容

■営業先との信頼関係を構築している事例
✓市の訪問介護連絡会等の役員や区の訪問介護連絡会の役員になることにより、他事業所や多職種との連携
　ができ、看護師、医師、ケアマネジャーと信頼関係を築いていった。地域包括ケアを自ら作る姿勢を見せ　
　ることにより、関係性が広がった。
✓他法人のケアマネジャーが口コミでサービスの良さを広めてくれた。ケアマネジャーに利用者の状況を
　逐次報告をすることにより信頼関係が構築される。

■営業先の拡大をしている事例（ケアマネジャー以外への営業を行っている事例）
✓民生委員や市の地域包括支援センターに対して周知を行っている。
✓地域 FMを使っての広報を実施。
✓個々のケアマネジャーや訪問介護の連絡協議会の参加に加え、地域ケアプラザへの訪問を実施。
✓急性期病院等の退院支援室へ行ってSW対象の説明会を実施した（病棟看護師を7～8人程度集めて実施）。
　在院日数短縮の必要性から、退院を促進するようになっているため、在宅のための体制が整っている定期
　巡回が歓迎された。
✓在宅医の選択肢として定期巡回が入る方が、ケアマネジャーへの営業よりも効果的と判断したため、現在
　は在宅医への営業を強化している。
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■行政との関係
✓行政の支援が手厚く、色んなイベントが開催された結果、サービスが広く周知された。
✓市の担当課が支援してくれている。担当課長の尽力のもと、複数事業所による連絡会が立ち上げられた。
　複数の事業所が入ることにより行政としてもサービスの宣伝をしやすくなっている。
✓行政の協力のおかげで地域内のケアマネジャーの理解が進んでいる。行政のケアマネジャー向けの集団指
　導（年 1回）の際に、他事業所とともにサービス説明の時間をもらっている。サービス開始当初は、導入
　ケアマネジャーによる事例発表などの機会を多く設けてもらった。
✓行政からの声かけは特になかった。

（４）サービスマネジメント

仮説

調査結果を
踏まえた提言

事例の傾向

●利用者確保と併行して、効率的な運営のためのマネジメントの確立が求められ
　る（適切なサービス量・ルート設定等）。
●利用者のサポート体制充実・エリア拡大のためには、他事業所（自法人内含む）
　との連携体制の構築が必要。

●利用者のサポート体制構築に向けて、外部機関との連携が推進されている。
　一方で、訪問看護については、「訪問看護事業者側の採算性が悪い」というイメー
　ジが先行しているため、連携先が限定されるケースが多い。
●ケアプラン作成段階からケアマネジャーと調整するとともに、定期的なモニタ
　リングを行い、必要に応じてサービス量を適正化している。
●ルート設定においては、地域・経路等を鑑みながら、法人内で設定する基準
　（ 2時間で 3～ 4人以上等）を満たすことを条件としてルート設定されている。
●ピーク時のスタッフ確保については、登録ヘルパーの活用・常勤職員による対
　応の双方がみられた。

⇒利用者のニーズに応じた適切なサービスを提供するため、本事例にもあるよう
　なケアマネジャーとのプラン調整・定期的なモニタリングの実施によるサービ
　ス量の適正化は必須である。
⇒ルート調整・ピーク調整については、スタッフの確保とともに利用者への訪問
　時間調整を行い、職員配置の効率化を図る必要がある。
⇒連携にあたっては、訪問看護事業者側の負担を極力少なくする方針、及びその
　実績を示し、訪問看護事業者との連携を推進する必要がある。

❖ 具体的な事例内容

■他事業所との連携体制構築
✓外部の医療機関（内科・歯科）と緊密な連携をしている。また法人理事に病院関係者（50～ 100床）が入っ
　ている。
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■ケアマネジャー・医師との調整
✓プラン作成の段階から、ケアマネジャーと丁寧に調整する。
✓基本的にはケアマネジャーのプランを尊重するが、訪問回数を調整する際には必ず根拠を示すとともに、
　常にケアマネジャーに状況を報告するようにしている。
✓医師には、施設入所前に在宅に一回帰してもらうように働きかけている（在宅の方が、活力が出て元気に
　なることの方が多い）。

■訪問看護事業所との連携
【連携できている事例】
✓多くの訪問看護事業所と連携している（法人内が中心）。
✓研修会等で相互理解を深めるようにしている。
【連携できていない事例】
✓ニーズはあるが、訪問看護側にとっての採算性が厳しく、限られた事業所としか連携できていない。

■プラン調整
✓当初は適正なサービス量でないケアプランが多かったが、現在は計画作成責任者等からケアマネジャーに
　提案し、サービス内容を調整できている。
✓アセスメントとモニタリングを徹底して、生活を営む上で支障のない訪問は省くようにしている。回数を
　減らす際には、必ず根拠を示すようにし、常に状況も報告している。
✓服薬の確認程度であればテレビ電話ですませる提案をする。
✓利用者からの長時間の生活援助にかかる要求について、介護保険サービスとして提供すべき内容ではない
　と判断した場合には、利用者に自費サービスの費用を示してサービスを受けるかどうか選択してもらう。

■ルート調整（稼働率アップ）
✓地域・経路等を鑑みて最適なルートを設定している（管理者の「職人技」によるところが大きい）。
✓ 2時間枠の中で３～４人以上のサービス提供を行う等、法人内で設定する基準を満たすことを条件として
　ルートを設定している。
✓夜間の定期巡回サービスは別事業所に委託している。

■シフト調整（朝・夕の人員確保と配置）
✓ピーク時に勤務可能な登録ヘルパー・パート職員を活用（訪問介護と兼務のケースも有り）。
✓訪問時間の調整により、人材不足に対応している。
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（５）品質維持・向上

仮説

調査結果を
踏まえた提言

事例の傾向

●必要なスタッフ数の確保のため、他事業からの異動、法人全体でのシフト体制
　構築により、技量のあるスタッフを確保する必要がある。
●サービスを実施するスタッフの育成に加えて、マネジメント（プラン調整・ルー
　ト調整・連携体制構築・営業等）を行う管理者の育成も重要である。

●スタッフ確保・育成・定着には各事業所が苦労をしており、法人内での異動等
　でスタッフを確保している事例や、都市部では自社ホームページ・人材紹介会
　社・採用広告等の利用でスタッフ確保に努めている事例が多くみられた。
●スタッフ育成については、集中研修や研修センターの整備等、法人内での研修
　体制を充実させている。
●管理者の育成については、どの事業所も必要性を認識しているが、具体的な育
　成プランがある事業者は少ない（具体例としては、「利益構造の説明をし、経
　営に対する意識付けを促している」等の例がある）。

⇒施設系サービスを実施している場合には法人内でのローテーション等によるス
　タッフの確保、実施していない場合にはホームページ・人材紹介会社・採用広
　告等が考えられる。
⇒また、在宅系スタッフの育成にあたっては、複数人チームで担当するため、提
　供サービスの質を標準化する必要があり、そのための育成体制の充実が求めら
　れる。
⇒黒字経営を実現している事業所においては、経営層や管理者による適切な事業
　管理がされているため、管理者の育成のための具体的方策を検討・実行してい
　く必要がある。

❖ 具体的な事例内容

■スタッフ確保
✓法人内でのローテーションや異動によりスタッフを確保（訪問介護や施設系サービスからの異動。採用は
　法人全体で実施し、新入職員は在宅サービスに抵抗がある傾向にあるため、入社当初は施設サービスに従
　事してもらうケースが多い）。
✓都市部の事業所においては、自社ホームページ、人材紹介会社、採用広告等を利用している。
✓スタッフ確保と並行して、離職防止にも注力している（専門のコーチングスタッフの活用、週休 3日制の
　導入）。

■管理者の育成
✓管理者に対しては、利益構造の説明をし、経営に対する意識付けを促している。
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■スタッフ育成
✓法人内で、デイサービス (2年 )→グループホーム (2年 )→訪問介護・定期巡回へのキャリアパスを整備
　している。
✓集中研修や研修センターの整備等、法人内での研修体制を充実させている。

（６）その他の要素

・モチベーション管理
スタッフ確保・育成・離職防止の面からも、スタッフのモチベーション管理が非常に重要であり、
継続的なコミュニケーションやスキルアップできる環境の提供等が実施されている。

・ICT活用
一部事業者では積極的に ICT を活用しており、クラウドや AI の活用等が期待されている。

・普及に向けた課題
ターミナル加算や、訪問看護事業者側の採算確保等が主な意見として挙がっている。
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この事業は、平成 29年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）
により実施したものです。
詳しい調査結果等につきましては、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の経営モデルの調査研
究事業報告書（平成 30年 3月　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所）」を参照してく
ださい。
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【アンケート調査実施概要】

調査名称 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等における経営モデル検討のための
アンケート調査

調査期間 平成 29年 12月 1日～平成 29年 12月 31日

調査方法
WEB調査　（郵送による発送、WEB回答または郵送による回収 )　

調査対象 定期巡回・随時対応サービスを提供する全事業所に対する悉皆調査
732事業所（平成 29年 7月 18日時点で介護データベースに登録のあった事業所）
※このうち調査票の不配が 5件、事業所の廃止等連絡が 2件であった。
　この 7件を調査対象より差し引いた 725事業所を配布数（母数）とする。

調査内容 上記仮説の検証
・基本情報（法人概要、事業所概要、職員数、オペレーターの状況、　　　
利用者数）
・法人及び事業所の利益状況と経営計画
・事業を軌道に乗せるうえで重視した点

回収状況 246事業所（33.9％）

P23、P25 ～ P30 のグラフはこのアンケート調査の結果を掲載している。
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調査対象の選定方法 平成 29年 7月 18日時点で介護データベースに登録のあった定期巡回・随時対応サー
ビス事業所 732箇所について、利用者数、設立年月日、地域区分コードを用いて全
体を 24群に分類し、そのうち調査目的に合致する 9群について、それぞれ候補リス
トを作成した。

【抽出基準】
・利用者数；20人以上（収支均衡ラインが 20人以上であるという仮説より設定）
・設立年月日；事業開始 3年以上（安定経営を実現している事業所を対象とするため）
・地域区分；１～５級（政令指定都市等）、６・７級（中核都市等）、その他で区分

さらに、併設事業の状況（サービス付高齢者住宅のみとのセット展開でないか）や、
アンケート結果に基づく収支状況等を確認した上で、上記の 9群ごとにヒアリング
先を 1～ 2箇所ずつ選定した。

協力事業所
（面談者）

以下の計 12事業所
・ジャパンケア南阿佐ヶ谷（東京都杉並区）
・グッドライフケア２４（東京都中央区）
・桜樹の森ケア２４（横浜市南区）
・セントケア巡回ステーション豊島（東京都豊島区）
・フルライフ保土ヶ谷（横浜市保土ヶ谷区）
・わかたけ　２４ケアステーション　神奈川（横浜市神奈川区）
・ヘルパーステーション　それいゆ（福岡県糸島市）
・いずみの園コールセンター２４時間サービス（大分県中津市）
・ケアコールセンター鹿屋長寿園（鹿児島県鹿屋市）
・ロング・ライフ２４時間訪問介護看護事業所（福島県福島市）
・横浜市福祉サービス協会　訪問介護看護つるみ（横浜市鶴見区）
・２４時間訪問介護事業所つばさ（千葉県君津市）

調査内容 下記の項目を中心に、事業開始～現在に至るまでの経営状況の推移・課題・工夫点に
ついて確認
（１） 経営方針の確立と浸透
（２） 経営目標の設定
（３） 利用者の確保（マーケティング）
（４） サービスマネジメント
（５） 品質維持・向上

【ヒアリング調査実施概要】

調査名称 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等における経営モデル検討のための
ヒアリング調査

調査期間 平成 29年 12月下旬～平成 30年 1月下旬

調査方法 訪問ヒアリング調査　

調査対象
定期巡回・随時対応サービスを提供する事業所（12箇所）
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P32 ～ P38 の記述は、ヒアリング調査の結果をまとめたものである。

平成 30年 3月発行
発行　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
　　　　〒 102-0093　東京都千代田区平河町 2-7-9　JA共済ビル 10階
協力　一般社団法人 24時間在宅ケア研究会
　　　　〒 169-0072　東京都新宿区大久保 3-8-2　新宿ガーデンタワー 13階




